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６月１日からの登校について 

 

緑が一層の深まりを見せるこの頃です。保護者の皆様におかれましては、ご健勝の

こととお喜び申しあげます。このたびの臨時休業期間におきましては、生徒の生活や

学習等について何かとご配慮いただきましたこと、厚くお礼申し上げます。お蔭をも

ちまして、６月１日から学校再開の運びとなり、昨日と本日には「登校可能日（プレ

登校）」を実施し、再開に向けた諸準備に取り組んでいるところです。 

さて、この２日間、登下校のバス内の「３密」を避ける取組として、大屋小学校と

登校時刻に時間差を図りながら、今後のバスの運行や乗車人数等について調整を行

ってきました。昨日には、本校教員が実際にバスに乗車し、乗車状況を確認し、小学

校とも情報共有をした上で、小中学校が一体となって通学についての指導体制を整

え、バスの確保や分散乗車に取り組むなどの工夫を図っていくことにしました。 

これにより、全但バス様にはピストン運行にご対応いただいたり、養父市・養父市

教育委員会には市のマイクロバスの利用に配意いただいたり、小学校には分散乗車

について工夫いただくなど、全体としての体制を整えることができました。 

こうした体制のもと、本校におきましては、以前の通学方法を変更することなく、

６月１日から通常の校時（１単位時間：５０分）に基づいて授業等の教育活動にあた

りますので、よろしくお願いいたします。 

本校としましては、各方面からの様々なご協力に感謝しながら、しっかりと教育活

動にあたっていく所存です。今後の取組につきまして、お気づきのことやご意見、ご

要望等がありましたら、速やかにご連絡いただきますよう、引き続きよろしくお願い

いたします。 


